
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆改正の概要 

近年の猛暑や職場での熱中症による死傷災害の増加

を受け、職場での熱中症対策が法的義務として強化さ

れています。具体的には、令和７年６月１日、職場に

おける熱中症対策の義務化を含む、改正労働安全衛生

規則が施行されました。 

対象となるのは、「ＷＢＧＴ（暑さ指数）28℃以上ま

たは気温 31℃以上の環境で、１時間以上または１日４

時間を超えての実施」が見込まれる作業です。これに

ついて、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」

「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付け

られました。 

◆主な義務内容 

・報告体制の整備と周知：「熱中症の自覚症状がある

作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた

者」がその旨を報告するための体制整備および関係作

業者への周知。 

※報告を受けるだけでなく、最適温度管理バディ制の

採用、ウェアラブルデバイス等の活用や労働環境内で

の冷却装置等により、熱中症の重症状がある作業者を

積極的に把握するように努める。 

・重篤化防止措置の準備と周知：熱中症のおそれがあ

る労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可

能となるよう、①事業場における緊急連絡網、緊急搬

送先の連絡先および所在地等、②作業離脱、身体冷却、

医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止する

ために必要な措置の実施手順の作成および関係作業

者への周知。 

これらの措置を怠った場合、６カ月以下の拘禁刑また

は 50 万円以下の罰金が科される可能性があります。

従業員の命を守るためにも、また法令遵守のためにも、

今後は作業環境の見直しや従業員への教育・訓練の実

施がより一層重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆既に遺族厚生年金を受給している方等は対象外 

 見直しの施行直後に原則５年の有期給付の対象と

なるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度

末時点で 40歳未満の女性で、既に遺族厚生年金を受

給している方や 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が

発生する方、2028年度に 40歳以上になる女性には、

影響はありません。 

18歳年度末までの子がいる方は、子が 18歳年度末に

なるまでの間の給付内容は現行制度と同じです。 

◆「５年の有期給付」について 

 見直し後は、60歳未満で死別した場合、原則５年間

の有期給付となりますが、この給付には加算が上乗せ

され、５年有期給付の遺族厚生年金の額は現在の約

1.3倍となります。要件を満たす方は、中高齢寡婦加

算も支給されます。 

また、障害年金受給権者や単身で就労収入が月額約 10

万円以下の方は継続給付として引き続き増額された

遺族厚生年金が支給され、収入が増加するにつれて収

入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額が

調整されます。 

◆遺族厚生年金の男女差の解消 

 現行では、女性が 30歳以上で死別した場合に無期

給付となる一方、男性は 55歳未満で死別した場合給

付がなく、55歳以上で死別した場合、60歳から無期

給付となります。見直し後は、男女ともに収入要件が

なくなり、上記の給付が受けられるようになります。 
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職場での熱中症対策義務化 遺族厚生年金の見直しについて 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 


